
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

『年末年始期間』については、以下のようになります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/12/23 №53 

新年の通常営業は１月５日からとなります。 

地本執行部の勤務の都合によって、事務所にいない場合がありますので 

ご理解をお願いします。 

地本事務所に問い合わせの連絡がある方は、お手数ですが職場等にいる 

各機関役員に問い合わせ下さい。 


